
　議案第 15 号

令和６年度

目黒区一般会計補正予算

第　４　号



予　算　総　則

　

　　令和６年度目黒区の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,108,448千円を減額し、歳入歳出予算

　　の総額を歳入歳出それぞれ137,893,815千円とする。

　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

　　算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

　（債務負担行為の補正）

　（特別区債の補正）

　目黒区長　　青　木　　英　二  

令和６年度目黒区一般会計補正予算（第４号）

　第３条　債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。

　第２条　繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。

　第４条　特別区債の廃止は、「第４表特別区債補正」による。

　　令和7年2月17日提出



1 特別区税 49,130,179 2,934,953 52,065,132

1 特別区民税 47,199,047 3,051,953 50,251,000

3 特別区たばこ税 1,842,001 △117,000 1,725,001

2 地方譲与税 425,952 △22,500 403,452

1 自動車重量譲与税 301,300 △20,800 280,500

2 地方揮発油譲与税 90,400 △1,700 88,700

3 利子割交付金 183,200 101,500 284,700

1 利子割交付金 183,200 101,500 284,700

4 配当割交付金 1,084,600 55,000 1,139,600

1 配当割交付金 1,084,600 55,000 1,139,600

5 株式等譲渡所得割交付 1,120,900 967,600 2,088,500
金

1 株式等譲渡所得割交付 1,120,900 967,600 2,088,500
金

6 地方消費税交付金 7,150,300 △66,900 7,083,400

1 地方消費税交付金 7,150,300 △66,900 7,083,400

7 環境性能割交付金 118,000 20,000 138,000

1 環境性能割交付金 118,000 20,000 138,000

8 地方特例交付金 1,297,500 116,725 1,414,225

1 地方特例交付金 1,297,500 116,725 1,414,225

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円
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8 地方特例交付金 1,297,500 116,725 1,414,225
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

9 特別区交付金 19,500,000 2,279,050 21,779,050

1 特別区財政調整交付金 19,500,000 2,279,050 21,779,050

11 分担金及び負担金 1,355,949 △28,683 1,327,266

1 負担金 1,355,949 △28,683 1,327,266

12 使用料及び手数料 2,410,215 △19,629 2,390,586

1 使用料 1,887,909 △28,735 1,859,174

2 手数料 522,306 9,106 531,412

13 国庫支出金 18,827,447 △696,673 18,130,774

1 国庫負担金 13,951,148 △5,030 13,946,118

2 国庫補助金 4,868,830 △689,968 4,178,862

3 国委託金 7,469 △1,675 5,794

14 都支出金 16,473,476 △326,375 16,147,101

1 都負担金 4,847,962 145,695 4,993,657

2 都補助金 10,487,383 △696,205 9,791,178

3 都委託金 1,138,131 224,135 1,362,266

15 財産収入 206,760 114,671 321,431

1 財産運用収入 196,777 111,671 308,448

2 財産売払収入 9,983 3,000 12,983

16 寄附金 8,501 418,506 427,007

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円



1 寄附金 8,501 418,506 427,007

17 繰入金 10,322,730 △7,041,900 3,280,830

1 基金繰入金 10,102,087 △7,043,856 3,058,231

2 他会計繰入金 220,643 1,956 222,599

19 諸収入 1,996,569 133,207 2,129,776

1 延滞金，加算金及び過 70,001 △20,000 50,001
料

2 特別区預金利子 274 5,948 6,222

4 受託事業収入 267,433 △24,730 242,703

6 雑入 1,014,057 171,989 1,186,046

20 特別区債 1,047,000 △1,047,000 0

1 特別区債 1,047,000 △1,047,000 0

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

歳 入 合 計 140,002,263 △2,108,448 137,893,815
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歳 入 合 計 140,002,263 △2,108,448 137,893,815

1 議会費 739,562 △7,294 732,268

1 議会費 739,562 △7,294 732,268

2 総務費 12,692,345 △343,480 12,348,865

1 総務管理費 7,831,301 △101,874 7,729,427

2 企画経営費 4,403,663 △235,411 4,168,252

3 選挙費 367,630 △5,227 362,403

4 監査委員費 89,751 △968 88,783

3 区民生活費 15,545,472 △756,150 14,789,322

1 地域振興費 5,050,905 △673,334 4,377,571

2 税務費 1,365,464 △11,744 1,353,720

3 戸籍及び住民記録費 897,638 △84,878 812,760

4 統計調査費 51,014 862 51,876

5 国民健康保険費 2,874,361 △76,874 2,797,487

6 後期高齢者医療費 2,954,039 9,764 2,963,803

7 国民年金費 64,297 △9,818 54,479

8 区民施設費 716,488 △2,792 713,696

9 文化・スポーツ費 1,571,266 92,664 1,663,930

4 健康福祉費 66,891,235 435,496 67,326,731

1 健康福祉費 975,643 △70,175 905,468

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円



2 健康衛生費 8,188,469 41,996 8,230,465

3 高齢福祉費 6,589,003 △447,944 6,141,059

4 障害福祉費 7,970,742 144,770 8,115,512

5 児童福祉費 36,384,588 783,580 37,168,168

6 生活福祉費 6,782,790 △16,731 6,766,059

5 産業経済費 1,347,930 △49,333 1,298,597

1 商工消費行政費 1,347,930 △49,333 1,298,597

6 都市整備費 12,307,769 △983,095 11,324,674

1 都市計画費 3,707,165 △815,165 2,892,000

2 土木管理費 593,312 6,060 599,372

3 道路橋りょう費 3,683,848 △10,255 3,673,593

4 河川費 285,005 △24,359 260,646

5 緑化公園費 2,652,111 △28,156 2,623,955

6 建築費 644,205 △75,019 569,186

7 住宅費 742,123 △36,201 705,922

7 環境清掃費 5,226,442 △64,408 5,162,034

1 環境対策費 389,800 △39,100 350,700

2 清掃費 4,836,642 △25,308 4,811,334

8 教育費 20,043,502 △409,732 19,633,770

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円
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3 道路橋りょう費 3,683,848 △10,255 3,673,593

4 河川費 285,005 △24,359 260,646

5 緑化公園費 2,652,111 △28,156 2,623,955

6 建築費 644,205 △75,019 569,186

7 住宅費 742,123 △36,201 705,922
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 教育総務費 6,874,493 263,727 7,138,220

2 小学校費 7,172,337 △424,901 6,747,436

3 中学校費 3,816,583 △245,408 3,571,175

4 幼稚園費 435,748 17 435,765

5 生涯学習費 1,744,341 △3,167 1,741,174

9 公債費 1,112,854 △7,526 1,105,328

1 公債費 1,112,854 △7,526 1,105,328

10 諸支出金 3,695,152 77,074 3,772,226

1 財政積立金 3,695,152 77,074 3,772,226

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

歳 出 合 計 140,002,263 △2,108,448 137,893,815



第２表 繰越明許費補正

番 款 項 事 業 名 金 額
号

千円

１ 追 加

1 6 都市整備費 5 緑化公園費 自由が丘駅公衆便所改修工事 236,830

計 236,830



第２表 繰越明許費補正

番 款 項 事 業 名 金 額
号

千円

１ 追 加

1 6 都市整備費 5 緑化公園費 自由が丘駅公衆便所改修工事 236,830

計 236,830

第３表 債務負担行為補正

番
事 項 期 間 限 度 額

号
千円

１ 追 加

1 戸籍の氏名振り仮名法制化に係る業務 令和 ７年度 7,154

番
事 項 期 間 限 度 額

号
千円

２ 変 更

補
正
前

令和 ７年度 30,800

1 碑文谷体育館エレベーター改修工事

補
正
後

令和 ７年度 42,000

補
正
前

令和 ７年度～
令和 ９年度

1,202,530

2
電線共同溝整備（区道C49号線・一級幹
線6号線）

補
正
後

令和 ７年度～
令和１１年度

2,563,842

補
正
前

令和 ７年度 89,364

3
下目黒小学校仮校舎新設に伴うめぐろ学
校サポートセンター増改築設計業務委託

補
正
後

令和 ７年度 93,280

補
正
前

令和 ７年度～
令和 ８年度

37,580

4
めぐろ区民キャンパス天井非構造部材落
下防止対策工事実施設計委託

補
正
後

令和 ７年度～
令和 ８年度

39,848



第４表 特別区債補正

番
起 債 の 目 的 起 債 限 度 額 起 債 の 方 法 等

号
千円

１ 廃 止

1
自由が丘一丁目29番地区再開発
事業（公管金）

163,000
起債の方法

証券の発行又は普通貸借の方法により起債

する。

2 都市計画道路補助127号線整備 416,000

証券発行の場合における発行価格は、額面

１００円につき９８円以上とする。

なお、証券発行の場合において発行価格が

額面を下回るときは、その発行価格をうめ

3 目黒南中学校整備 237,000

るために必要な金額を左欄の限度額に加算

した金額を限度額とすることもある。

利率

4 目黒西中学校整備 231,000

年８．０％以内

ただし、利率見直し方式で借り入れる政府

資金について、利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利率

償還の方法

起債のときより据置期間を含め３０年以内

に償還する。

ただし、融資条件又は財政の都合により償

還年限を短縮し繰上償還することもある。

その他

金融事情その他の都合により、起債額の全

部又は一部を翌年度以降に繰延起債するこ

ともある。

令和６年度

目黒区一般会計補正予算説明書

第　４　号


